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滋賀県分収造林事業あり方検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 分収林特別措置法（昭和 33 年法律第 57 号）第３条および第 10 条第２号の規定に基づき

分収造林事業を実施する一般社団法人滋賀県造林公社（以下「公社」という。）の今後の経営の

あり方および分収造林事業のあり方を検討するにあたり、有識者の方々から意見を聴取すること

を目的に、滋賀県分収造林事業あり方検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 検討会は、前条に規定する目的を達成するために、次に掲げる事項を検討する。 

 (1) 公社の長期収支見通し 

(2) 長期経営計画の検証と評価 

(3) 分収造林事業のあり方 

(4) 公社経営のあり方 

(5) その他、委員会の設置目的を達するために必要な事項 

 

（委員） 

第３条 検討会は、10人以内の委員をもって組織する。 

２ 検討会に会長を置く。 

３ 会長は、委員の互選により定める。 

４ 会長は、検討会の事務を総括し、委員会を代表する。 

５ 会長に事故がある場合、または会長が欠けた場合は、あらかじめ会長の指名する委員がその職

務を代理する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、就任の日から令和７年 12 月末日までとする。 

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会議） 

第５条 検討会の会議（以下「会議」という。）は、滋賀県琵琶湖環境部森林政策課長が招集する。 

２ 会議の議長は会長が務める。 

３ 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見の聴取または資料の提

出等を求めることができる。 

 

（事務局） 

第６条 検討会の事務局は、琵琶湖環境部森林政策課に置く。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
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第３回滋賀県分収造林事業あり方検討会

『今後の検討の方向性について』
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検討スケジュール

01
長期収支公表
公社の概要・歴史
長期収支見通し
他県公社の状況

04
あり方の方針
これまでの議論を踏
まえた県としての方
針（最適解）を提示

02

長期経営計画
検証と評価

03
検討の方向性

Ｒ６．９．13
Ｒ６．11．８

Ｒ７．２．20

Ｒ７．５頃

05
とりまとめ

検討会での議論を
とりまとめる

Ｒ７．８頃

○ 当初、３回目の検討会で今後の方針を議論するスケジュールとしていたが、まだ検討や議論が尽

くされていない論点があるため、検討スケジュールを変更し、今回は、前回までの議論を踏まえた

方向性について論点整理を行うこととする。

※ 適宜、市町等へ協議・説明

１

これまでの議論を踏ま
え、検討の方向性につ
いて整理



○木材価格が低迷する現在の社会経済情勢では、伐採収益
を原資に債務を弁済するスキームが事実上破綻状態

○公社経営に影響を及ぼす外部環境要因を公社の経営努力
だけで、対処・回避することは極めて難しい

○そのため、木材価格が大幅に上昇したり、生産性や効率
性が飛躍的に上昇するような技術革新が起こらない限り、
目標の下方修正や事業からの撤退を視野に検討せざるを
得ない

○一方で、今後の森林整備に対する懸念や危機感について
のご意見、ご批判も多くいただいており、将来の森林の
あり方を含めたトータルコーディネートが必要と認識

前回までの検討状況

２



論点整理
○これまでの検討会での議論・検討を踏まえ、さらに議論が必要な論点を抽出

３

分収造林事業のあり方 公社組織のあり方 債務整理の手法

今後の森林整備 県の責任

・収益が見込めない分収造林事
業をどのように考えるのか

・今後、どういった手法が考え
られるのか

・今回の債務整理手法はどのよ
うな選択肢が想定されるのか

・県の果たしてきた責任とは
具体的に何なのか

・今後果たすべき責任とは何な
のか

・公社が果たしてきた成果と役
割、抱える課題

・公社組織のあり方

・県における公社林の位置づけ

・市町との連携

・森林を取り巻く課題



論点検討① 県の責任
★ 委員からの主な意見

・将来的な森林管理から県が撤退することは絶対に避けるべき。
・県が市町に任せることなく、継続して公益的機能について考えることが必要ではないか。
・滋賀県は琵琶湖を預かっている。水源林を守る意味でも奥地林を含めてより良い森林を目指すのが、滋賀県全体
にとっても賢明な考え方ではないか。

県が造林公社を通じて果たしてきた責任とは・・・

県民への責任 自然への責任 下流への責任

・900億円超の債務免除を行い存続させ
た造林公社の経営改善を行う責任

・二度と同じ過ちを繰り返さないために
指導・監督、助言を行ってきた

＜現状＞

●経営改善を果たせず計画が破綻

●２度目の造林公社問題解決へ

これから果たしていくべき県の責任は・・・

県民への責任 自然への責任 下流への責任

＜現状＞

●分収造林事業を通じた公社林管理

●森林を取り巻く新たな課題の発生

＜現状＞

●琵琶湖を国民的資産に位置付け

●湖沼の大切さを世界へ発信

子どもに課題を残さず、造林公社問題

の真の解決を目指す責任

県内の森林（奥地水源林）に寄り添い、
琵琶湖や生態系と共に生きる責任

将来的に森林の水源涵養機能を維持し、
近畿1,450万人の水源を守り続ける責任

・県内に人工的に造林した約２万haの

針葉樹林の管理責任

・森林の循環利用による適度な森林環境
の形成と生態系保全への寄与

・琵琶湖総合開発に基づき、下流自治体
の支援を受け、拡大造林を実施

・琵琶湖保全再生法の制定、施行

・以降、下流域への水供給のため、琵琶
湖の水源林を守り育ててきた

４



論点検討② 分収造林事業のあり方

◎ 委員からは事業の継続に対して厳しい意見

・長期経営計画は意味を成していないのではないか
・分収造林事業で採算が採れないのは明らか
・188億円に見合う伐採収益を出すのは不可能
・採算林で皆伐再造林してはどうか

◎ 長期経営計画の分析（第２回）

・長期経営計画はほとんどの項目で未達成。
・特に伐採収益の項目は計画比32％の進捗
・公社経営に対する脅威を公社努力だけでは解決不可能
・回避、撤退のための計画修正が必要

案１ 短期的に廃止 案２ 中長期的に収束 案３ 皆伐・再造林後に収束

＜手法＞

・２～３年で契約を解除し、森林を所有者へ返還
・残債権全額を整理することで事業廃止

＜手法＞

・一定の条件を満たす事業地のみで搬出間伐
・並行して、契約解除・債務整理を進める
・概ね５～10年後を目途に事業収束を図る

＜手法＞

・再造林可能な採算林で公社が皆伐再造林を実施
→完了後契約解除、保育は所有者責任

・完了後に残った事業地の契約を解除し廃止

メリット
県の財政的負担が無くなる

将来の不確定要素に左右されず、
迅速な問題解決が可能

デメリット
事業中止に伴う生産量の低下と市

場への影響の可能性
契約者との信頼関係悪化の懸念
森林組合へ負担が集中

メリット 段階的な収束を図ることが可能

デメリット
県の財政的負担が当面の間継続

事業収束に伴う生産量の低下と市

場への影響の可能性

メリット
当面の間、一定の生産量を維持
伐採収益による債務圧縮効果
長スパンでの弾力的な体制移行

デメリット
県の財政的負担が長期間継続
皆伐による水源涵養機能への影響
再造林への不安・保育費用の捻出

＜想定スケジュール＞ ＜想定スケジュール＞ ＜想定スケジュール＞

２～３年後の廃止を目指して

事業打ち切り

契約解除交渉

債務整理協議・債務整理実行

事
業
廃
止

後
継
体
制
移
行

５～１０年後の事業収束を目指して

段階的な事業収束

契約解除交渉

債務整理協議・債務整理実行

後継体制検討・関係機関協議 後継体制へ移行

事
業
収
束

Ｒ８以降期限を定めずに

事業地の選定・調査 皆伐・再造林

不採算林の契約解除交渉

債務整理

後継体制検討・関係機関協議 後継体制へ移行

事
業
収
束

５

◎ 委員の意見を踏まえ、事業継続により公社経営を成り立たせることは限りなく困難であると認識。

★ 今後の方向性として、事業の廃止（収束）もしくは、皆伐再造林の選択肢を検討



論点検討③ 公社組織のあり方

・公社は解散とするが、現行
体制を県組織に吸収し、県
直営の後継体制として活用

・公社会計は、特別会計とし

区分経理

・再度の債務整理が必要とな
る点や、長期経営計画、分
収造林事業破綻のケジメを

付ける意味も込め、公社を
解散。

①解散 ④県組織に吸収

・事業縮小、資産整理の上で
存続させる。

・それでも今後も一定規模の

財政的支援（公金投入）の
継続が前提。

メリッ
ト

現状体制の維持により
対外的影響を最小限に
抑える

デメ
リット

県の財政的負担が継続
県民理解が得られるか
事実上の問題解決の先
送りに過ぎない

メリッ
ト

県の財政的負担が無く
なる

デメ
リット

公社プロパー職員の
処遇調整

県としての責任の果た
し方に疑問

メリッ
ト

県のリソースを柔軟に
活用可能

責任の所在を県に一元
化

デメ
リット

機動性や柔軟性、会計
の透明性の低下

６

②経営を縮小し存続

◎ 公社の果たしてきた事業成果や役割については大きく評価。県勢発展の一翼を担ったと認識。

◎ 一方で県財政には歴史に残る大きな傷跡を残し、今般債務問題が再燃。再度のあり方検討を実施。

★ 今後の方向性として、「解散」、「経営を縮小し存続」、「新たな役割を与え存続」、「県組織に吸
収」の４案で検討

・公社に分収造林事業廃止後
の新たな役割を与えて存続
させる。

・それでも一定規模の財政的

支援（公金投入）の継続が
前提。

③新たな役割を与え存続

メリッ
ト

公社という団体が残る
ことで後継体制への移

行がスムーズ

デメ
リット

県の財政的負担が継続
新たな役割の担い手と
して公社がふさわしい

のか



論点検討④ 債務整理

現時点では、全ての選択肢についてフラットな状況。今後の方向性としては、早期の解決を目指
し、どの手法を選択するのかも含めて、当事者間での任意協議を早急に進めたい。

委員意見：今回の債務整理においてはどんな手法がとれるのか。

全国的には第三セクター債による債務整理が多い 滋賀県では、前回、特定調停を選択

○ 今回の場合、債務整理についてはいくつかの手法が想定される

①任意整理 ②特定調停 ③破産整理

・当事者間での任意での協議によ
り債務整理を行うもの

・一括弁済、一部弁済、債権放棄
などの柔軟な解決策が模索可能。

・債務整理に法的根拠が伴わない
ため、丁寧な説明が必要。

・債権者もしくは債務者が裁判所
へ破産申し立てを行い、破産管
財人を立て、債務整理を行う。

・公社財産の売却により弁済資金
を捻出するが、債務全額に充当
できなければ債権放棄すること
になる。

・債務者の経済的再生を図るため、
債務者の負っている金銭債務の

利害調整を裁判所を通して行う
手続き

・前回と同様の選択肢となるため、
再度、債務の大部分の圧縮が予
想される。

７



視点① 滋賀県における公社林の位置づけ 視点② 市町による経営管理の実情

視点③ 森林を取り巻く社会問題

滋賀県 19市町計

林業職員数 125人 ４人

滋賀県の実情として、林業専門職員は滋賀県に集中

森林経営管理制度の進捗状況が全国平均以下

意向調査実施率 ５％

全国平均実施率 １０％

滋賀県の人工林面積における公社林面積の割合は全国トップ

他県と比べても公社林の重要度は高い

＜さらに・・・＞

滋賀県では４割が個人有林

市町の専門性、
マンパワー不足
が深刻化

契約を解除すれば、大半の公社林が個人有林へ
将来的な奥地水源林の管理に大きな不安

林業採算性の低下に森林所有者の少子高齢化が拍車をか
け、未整備森林、放置林の増加が懸念される。

※国立社会保障・人口問題研究所の推計を参考に作表

年齢区分別の人口推移予測木材価格と労務単価の推移

滋賀県 16.04% 秋田県 5.89%
富山県 13.63% 埼玉県 5.09%
石川県 13.46% 宮城県 4.50%
岡山県 12.19% 福島県 4.45%
長崎県 10.52% 鹿児島県 3.95%
島根県 10.09% 高知県 3.38%
鳥取県 9.95% 徳島県 3.17%
山形県 8.32% 長野県 2.89%
兵庫県 8.15% 熊本県 2.77%
山口県 6.74% 宮崎県 2.36%
新潟県 6.24% 和歌山県 1.51%
岐阜県 6.23% 東京都 0.04%

８

県の行うゾーニングでは
環境林に位置付け

奥地水源林としての役割が
大きい

論点検討⑤ 今後の森林整備



視点④ 奥地水源林は誰が守るべきなのか 視点⑤ 奥地水源林の管理の重要性

視点⑥ 県民・下流府県民が何を求めているのか

※令和５年度森林・林業白書から抜粋

県（公社）の役割の見直しを含め、奥地水源林管理のための
新たな仕組み・体制が必要ではないか？

現状、市町が森林経営管理制度に基づき管理
県は市町の取組を側面支援

前述の市町の体制、
県の関わり方を踏まえ
れば、今の取組では、
どう頑張っても奥地水
源林の保全はできない。

◎滋賀県の森林は
●近畿1,450万人の暮らしを守る水源林

●貴重な二酸化炭素の吸収源

●生物多様性の宝庫

●緑の社会資本

社会経済情勢の変化により、
放置林、未整備森林の増加が懸念

森林の公益的機能の
低下につながるおそれ

論点検討⑤ 今後の森林整備

９
今後の方向性としては、県で管理・公社で管理・県と市町の広域連携による管理の３案を想定
具体的な方法論については、森林審議会で審議・検討

森林の公益的
機能発揮への
期待が大きい

現実と理想に
ギャップ



想定されるあり方の方向性

方向性案 概 要

案１
分収造林事業：短期的に廃止
公社組織 ：解散
森林整備 ：全契約を解除→所有者責任による管理へ

案２
分収造林事業：中長期的（５年を目途）に収束
公社組織 ：経営を縮小し存続
森林整備 ：採算林 → 森林組合へ施業を引き継ぎ

不採算林→ 公社で公的管理

案３
分収造林事業：中長期的（５年を目途）に収束
公社組織 ：解散し、県組織に吸収
森林整備 ：採算林 → 森林組合へ施業を引き継ぎ

不採算林→ 県と市町の広域連携による公的管理

案４
分収造林事業：採算林を皆伐再造林後に収束
公社組織 ：木材搬出＋新たな役割を与え当面存続
森林整備 ：不採算林は公社による公的管理を当面継続

○ 議論活性化のため、各論点で示した選択肢を組み合わせた方向性を４案例示
○ 次回の検討会では、今回の議論を踏まえた県としての最適解をあり方の方針として提示したい

10

問
題
解
決
に
か
か
る
時
間

短

長


